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違反建築物除却、原状回復命令等

市長は、住宅地区改良法第9条第1項の規定に違反し、又は第9条第3項の規定により附した条件（許可条
件）に違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作
物又は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、住宅地区改良事業の施行に対す
る障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復又は当該建築物その他の工作物若しくは
物件の移転若しくは除却を命ずることができるものです。

住宅地区改良法　第9条第4項

将来的に生じる可能性を有するものの、過去に処分実績がなく、また、将来的に生じる件数も稀であるこ
とから、あらかじめ処分基準を設定することは困難であるため、設定していない。


